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Ⅰ
福祉サービスの基本
方針と組織

1.

2.

3.

4.

「障害者が地域社会での自立生活を確保し、“笑顔と共に、豊かな人生”が送れる
ことを支援するために、個人の自主性を大切にした中で、各自の状況に合わせた
サービスを総合的に提供する」との施設の思いが理念として表明されている。
理念・基本方針に基づく年度の事業計画が明確になっており、職員は日常の支援
活動の中で何をやらなければならないかを考え、適切に実行している。
障害者自立支援法の新事業体系への移行と運営基盤の強化を柱とした、中期経
営計画(平成20年-22年度)が新たに決められ、総合的な事業展開を行い、利用者
の状況に合わせた選択肢を広げていくことが表明されている。
所長・次長が定例会議に積極的に参加し、理念・基本方針の徹底を行うとともに
現場の実態把握を行い、提供サービスの改善にリーダーシップを発揮している。

Ⅱ 組織の運営管理

1.

2.

3.

4.

利用者の状態に合わせた様々な支援メニューを安全で、かつ効果的に提供する
ことを盛り込んだ“組織の運営管理”の方法が「マニュアル」に定められている。
これにより、施設が運営管理をどのようにやるのかが明確になっている。
定期的な、自己評価や所長自らの利用者面談などから運営や提供支援の改善す
べき点を見つけ、施設が一体となってその改善に取り組んでいる。
危険予防に力を入れており、火災・災害、感染症、不審者などの緊急事態を想定
した対応マニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。
利用者が入所時および自立後の地域社会で安心した生活が送れるよう、関係機
関との連携に力を入れている。

Ⅲ
適切な福祉サービス
の実施

1.

2.

3.

4.
5.

支援に対する思いを「和顔愛語」（おだやかな表情で優しい言葉をかける）の言葉に込
め、職員がこれを行動指針として、利用者と向かい合っている。　また、職員の言
動から、利用者の状態に合わせた支援に心がけていることがうかがえる。
利用者が職員に気軽に声をかけるなど、職員と利用者の壁を感じさせず、利用者
の自由な発言の中からサービスの状態を点検し、改善に結びつけている。
個々のサービスの標準的な実施方法は、マニュアルで明確にし、職員への内部
教育で職員間のバラツキを防止している。
同性介助の基本を守るため、夜勤も男性および女性の職員を配置している。
個別支援計画の作成および見直しは、適切に行われており、一連の実施内容お
よび個別支援計画はパソコン上の各々のシートに記録され、職員間で情報を共有
し、支援に活用している。

Ⅳ
の
１

個別のサービス提供
方針に基づいた適切
な支援

1.

2.

短期入所利用者の状態、要望および家族の要望を取り入れた、基本的な提供方
針が作成され、これに基づいて支援が実施されている。　しかし、個々の利用者に
必要な具体的な支援が明確でない部分があり、職員間で支援が異なってくる恐れ
がある。　必要な支援の見える化が今後の課題と考えられる。
希望者には、更生施設入所者と同じメニューのサービスが利用できるように配慮
されている。

Ⅳ
の
２

利用者の状態に合
わせたサービスの実
施

1.

2.

3.

食事は、施設独自の特別メニューを月一回提供し、利用者から好評を得ている。
しかし、給食の献立、調理が地域の異種福祉施設と共同で行っているため、利用
者の最大の楽しみである食事が利用者の状態にそぐわないケースも有り得る。
入浴、トイレ、着替えなどの支援は、利用者の希望と状態に合わせて、恥ずかし
い思いをさせないことを基本に実施している。
嘱託医の定期的な健康管理、看護師による日常管理・指導・相談が行われてい
る。　また、連携医療機関が確保されているが、希望者は通いなれた病院への通
院も可能である。
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④　総評
◇　特に評価の高い点

◇　改善を求められる点
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⑤　利用者調査からの「概評」

⑥　第三者評価結果に対する事業者のコメント　

⑦　各評価項目にかかる第三者評価結果
別紙

施設が事業運営するために、守るべき法令や必要な社会資源などにどのようなものがあるかをリスト化す
るなどの方法で「見える化」し、職員が理解とともにそれを共有し、有効にかつ継続して活用できるようにす
る工夫が望まれる。
施設のサービス向上に役立てることを目的とした、各職員の育成を計画的に行うことが望まれる。
給食に、利用者の要望が反映できる方策について、関係先との調整が望まれる。

施設内部が全体に明るく、ゆとりを持った広さになっており、風呂場、トイレなど随所に利用者の状態を考え
た工夫が取り入れられており、利用者の自主性が尊重された中で、家庭と同様な生活を送る場として最適
な環境になっている。
障害者自立支援法に基づくサービス事業体系への早期移行が計画されており、施設の役割、サービスの
質の向上、運営の効率などの経営改善を通して、総合的な事業展開に取り組む姿勢を明確にしている。
所長・次長が日頃から支援の現場に立ち、提供サービスの実態を確認し、適切な改善指示を素早く出すこ
とが定着しており、サービスの質の向上にリーダーシップを発揮している。
夜間の同性介助を可能にするため、男性と女性を組み合わせた夜勤体制をとっている。
インターネットのホームページで空き室情報や施設の様子を随時公開し、利用希望者が施設を選択するの
に役立つ情報を提供している。

  県立県営から平成１８年９月１日より指定管理者運営となった当施設は、開所後わずか１年４ヶ月のため、ま
だ完全には運営体制の確立は図られていない状況であったが、信頼をおける第三者による評価事業を受審し
た結果、「利用者個々の人権を尊重した質の高いサ－ビスの提供」に向け、役・職員が一体となって取り組ん
できた成果について、概ね高い評価をいただいた。　しかし、改善すべき課題として指摘された利用者アンケ－
トによる「給食内容の不満」については、集中調理方式の給食事業に当施設の意向が十分反映できるよう、県
関係機関と調整しながら改善を進めていきたい。
　第三者評価は、問題解決の動機付けとなる良い機会である。　指摘された改善すべき細かな項目を、職員が
十分検討し解決していくことが、信頼される福祉サ－ビスの充実とともに職員の人材育成にもつながる。　この
一連の過程を実施してこそ第三者評価事業への対費用効果が有効となる。

　１．家庭の延長　　　２．和顔愛語　　　３．同性介助で安心生活
　４．全個室化の住環境

今回、入所者が１名のみであったため、利用者調査の集計、分析は行わず、利用者の意向を評価の中で活用
した。

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.

Ⅳ
の
３

利用者の自主性と家
族との交流

1.

2.

施設での生活が家庭での生活と同じレベルで維持できるように、本人の意向や自
己決定を尊重した支援を行っている。　また、更生施設入所者との交流やサービ
スメニューの選択は無理に勧めることはせず、本人の自由意思に任せている。
ホームページの開設により、施設の状況を積極的に発信している。



別紙 評価細目の第三者評価結果

評価
対象

評価
分類

評　価　細　目 NO

①理念が明文化されている
1 ａ ｂ ｃ

②理念に基づく基本方針が明文化されている
2 ａ ｂ ｃ

①理念や基本方針が職員に周知されている
3 ａ ｂ ｃ

②理念や基本方針が利用者等に周知されている
4 ａ ｂ ｃ

①中・長期計画が策定されている
5 ａ ｃ

②中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている
6 ａ ｃ

①計画の策定が組織的に行われている
7 ａ ｂ ｃ

②計画が職員や利用者に周知されている
8 ａ ｂ ｃ

①管理者自らの役割と責任を職員に対して表明してい
る 9 ａ ｂ ｃ

②遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組み
を行っている 10 ａ ｂ ｃ

①質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力を発揮
している 11 ａ ｂ ｃ

②経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導
力を発揮している 12 ａ ｂ ｃ

①事業経営をとりまく環境が的確に把握されている
13 ａ ｂ ｃ

②経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取り
組みを行っている 14 ａ ｂ ｃ

③外部監査が実施されている
15 ａ ｂ ｃ

①必要な人材に関する具体的なプランが確立している
16 ａ ｂ ｃ

②人事考課が客観的な基準に基づいて行われている
17 ａ ｂ ｃ

①職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善す
る仕組みが構築されている 18 ａ ｂ ｃ

②福利厚生事業に積極的に取り組んでいる
19 ａ ｂ ｃ

①職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されてい
る 20 ａ ｂ ｃ

②個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が
策定され計画に基づいて具体的な取り組みが行われて
いる

21 ａ ｂ ｃ

③定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを
行っている 22 ａ ｂ ｃ

①実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし
体制を整備している 23 ａ ｂ ｃ

②実習生の育成について積極的な取り組みを行ってい
る 24 ａ ｂ ｃ

①緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利
用者の安全確保のための体制が整備されている 25 ａ ｂ ｃ

②利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実
行している 26 ａ ｂ ｃ

(2)理念や基本方針が周知されてい
る

(1)中・長期的なビジョンと計画が
明確にされている

(2)計画が適切に策定されている

(1)管理者の責任が明確にされてい
る

(2)管理者のリーダーシップが発揮
されている

(1)経営環境の変化等に適切に対応
している

(1)人事管理の体制が整備されてい
る

山梨県福祉サービス第三者評価事業　共通基本項目

評　価　項　目 第三者評価結果

(1)理念、基本方針が確立されてい
る

１
　
経
営
状
況
の
把

握

Ⅰ
 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織

１
　
理
念
・
基
本
方
針

２
　
計
画
の
策
定

３
管
理
者
の
責
任
と
リ
ー

ダ
ー
シ

ッ
プ

Ⅱ
　
組
織
の
運
営
管
理

(2)職員の就業状況に配慮がなされ
ている

３
安
全
管
理

(4)実習生の受け入れが適切に行わ
れている

(1)利用者の安全を確保するための
取り組みが行われている

２
　
人
材
の
確
保
・
養
成

(3)職員の質の向上に向けた体制が
確立されている



別紙 評価細目の第三者評価結果

評価
対象

評価
分類

評　価　細　目 NO

山梨県福祉サービス第三者評価事業　共通基本項目

評　価　項　目 第三者評価結果

①利用者と地域とのかかわりを大切にしている
27 ａ ｂ ｃ

②事業所が有する機能を地域に還元している
28 ａ ｂ ｃ

③ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している 29 ａ ｂ ｃ

①必要な社会資源を明確にしている
30 ａ ｂ ｃ

②関係機関等との連携が適切に行われている
31 ａ ｂ ｃ

①地域の福祉ニーズを把握している
32 ａ ｂ ｃ

②地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われてい
る 33 ａ ｂ ｃ

①利用者を尊重したサービス提供について共通の理解
をもつための取り組みを行っている 34 ａ ｂ ｃ

②利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュア
ル等を整備している 35 ａ ｂ ｃ

①利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している
36 ａ ｂ ｃ

②利用者満足の向上に向けた取り組みを行っている
37 ａ ｂ ｃ

①利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備してい
る 38 ａ ｂ ｃ

②苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能して
いる 39 ａ ｂ ｃ

③利用者からの意見等に対して迅速に対応している
40 ａ ｂ ｃ

①サービス内容について定期的に評価を行う体制を整
備している 41 ａ ｂ ｃ

②評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を
明確にしている 42 ａ ｂ ｃ

③課題に対する改善策・改善計画を立て実施している
43 ａ ｂ ｃ

①個々のサービスについて標準的な実施方法が文書化
されサービスが提供されている 44 ａ ｂ ｃ

②標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している 45 ａ ｂ ｃ

①利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行
われている 46 ａ ｂ ｃ

②利用者に関する記録の管理体制が確立している
47 ａ ｂ ｃ

③利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化して
いる 48 ａ ｂ ｃ

①利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提
供している 49 ａ ｂ ｃ

②サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得
ている 50 ａ ｂ ｃ

①事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービス
の継続性に配慮した対応を行っている 51 ａ ｂ ｃ

①定められた手順に従ってアセスメントを行っている
52 ａ ｂ ｃ

②利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示して
いる 53 ａ ｂ ｃ

①サービス実施計画を適切に策定している
54 ａ ｂ ｃ

②定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行って
いる 55 ａ ｂ ｃ

(2)個々のサービスの標準的な実施
方法が確立している

(3)サービス実施の記録が適切に行
われている

(1)サービス提供の開始が適切に行
われている

(1)地域との関係が適切に確保され
ている

(2)関係機関との連携が確保されて
いる

(3)地域の福祉向上のための取り組
みを行っている

Ⅲ
　
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

２
　
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保

Ⅱ
　
組
織
の
運
営
管
理

４
　
地
域
と
の
交
流
と
連
携

(1)利用者を尊重する姿勢が明示さ
れている

(2)利用者満足の向上に努めている

(3)利用者が意見等を述べやすい体
制が確保されている

４
　
サ
ー
ビ
ス
実
施
計
画

の
策
定

１
　
利
用
者
本
位
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

３
　
サ
ー
ビ
ス
の
開

始
・
継
続

(2)サービスの継続性に配慮した対
応が行われている

(1)利用者のアセスメントが行われ
ている

(2)利用者に対するサービス実施計
画が策定されている

(1)質の向上に向けた取り組みが組
織的に行われている



別紙 　

評価細目の第三者評価結果

評価
対象

評価
分類

評　価　項　目 評　価　細　目 NO

①個別のサービス提供方針を適切に作成している
1 ａ ｂ ｃ

②個別のサービス提供方針に基づいて、適切にサー
ビスが提供されている 2 ａ ｂ ｃ

①食事に関しては、おいしく楽しく食べられるよう
工夫されている 3 ａ ｂ ｃ

②入浴に関しては、利用者の希望や事情を反映した
支援を行っている 4 ａ ｂ ｃ ｄ

③排泄に関しては、利用者の状態に合わせた支援を
行っている 5 ａ ｂ ｃ ｄ

④整容その他に関しては、利用者の状態に合わせた
支援を行っている 6 ａ ｂ ｃ ｄ

⑤利用者の健康を維持するための支援を行っている
7 ａ ｂ ｃ

①利用者の自主性を尊重し、主体的に短期入所中の
生活が送れるような取り組みを行っている 8 ａ ｂ ｃ

②事業所と家族との交流・連携を図っている
9 ａ ｂ ｃ

第三者評価結果

障害者・児施設版付加基準 ④

Ⅳ
　
適
切
な
処
遇
の
確
保

１
　
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

(1)個別のサービス提供方針
に基づいた適切な支援につ
いて

(2)利用者の状態に合わせた
サービスの実施について

(3)利用者の自主性と家族と
の交流について




